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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月5日(2016.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
宿主の体内に細胞を移植する方法において使用するためのデバイスであって、
　該デバイスは、該宿主の体内に埋め込まれるように構成された、近位端部と遠位端部と
を有する少なくとも１つの非多孔質プラグを備え、該プラグは、該宿主の体から取り外し
て、宿主の細胞および血管系を含まないルーメンを作ることが可能であり、
　該方法は、
　　ａ．皮下および／または腹腔内の部位において該宿主の体内にデバイスを埋め込むス
テップと；
　　ｂ．該デバイスが血管および結合組織でカプセル化されるまで、該デバイスを該宿主
の体内に維持するステップと；
　　ｃ．該宿主の体から該プラグを引き抜いて、該ルーメンを作るステップと；
　　ｄ．該ルーメンに細胞を注入するステップと
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を含む、デバイス。
【請求項２】
前記デバイスがさらに、前記プラグの前記近位端部と前記遠位端部のいずれかまたは両方
を閉じ、かつ、前記宿主の体における外科切開によって該デバイスへのアクセスを可能に
するように構成された少なくとも１つのシールを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
前記方法がさらに、前記少なくとも１つのシールを開けて前記プラグにアクセスするステ
ップと、前記宿主の体から該プラグを引き抜くステップと、該少なくとも１つのシールを
再び閉じるステップとを含む、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
前記ルーメンに細胞を注入するステップが、少なくとも１つの細胞注入管を備えた細胞送
達デバイスを該ルーメン内に挿入するステップを含み、該細胞注入管が、該ルーメン内に
配置されるように構成され、かつ、該ルーメンに細胞を送達するように構成される、請求
項１～３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
前記ルーメンに細胞を注入するステップが、前記プラグの取り外し後に前記少なくとも１
つのシールを開けるステップと、少なくとも１つの細胞注入管を備えた細胞送達デバイス
を該ルーメン内に挿入するステップと、該ルーメンに細胞を注入するステップと、該注入
管を引き抜くステップと、該少なくとも１つのシールを閉じるステップとを含み、該細胞
注入管が、該ルーメン内に配置されるように構成され、かつ、該ルーメンに細胞を送達す
るように構成される、請求項２～４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
前記プラグが、生物学的組織の内側方向成長を阻害する材料を含む、請求項１～５のいず
れか一項に記載のデバイス。
【請求項７】
前記プラグが、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）またはポリプロピレンから作製
される、請求項１～６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
前記細胞が、分化した幹細胞および／またはカプセル化された細胞を含む、請求項１～７
のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項９】
前記細胞がブタの膵島を含む、請求項１～８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
前記細胞が、ランゲルハンス島細胞、セルトリ細胞、ドーパミン作動性ニューロン、幹細
胞、間葉幹細胞、臍帯血細胞、胚性幹細胞、および／または、神経幹細胞を含む、請求項
１～９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
前記細胞が、同種異系ドナー細胞、異種ドナー細胞、および／または同系ドナー細胞を含
む、請求項１～１０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１２】
前記細胞が、遺伝子操作された細胞もしくは細胞系、および／または患者由来の細胞を含
む、請求項１～１１のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１３】
前記宿主の体内の網、脳または脊髄の内部または付近に埋め込まれる、請求項１～１２の
いずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１４】
前記プラグおよび／または前記ルーメンが円筒状の形状を有する、請求項１～１３のいず
れか一項に記載のデバイス。
【請求項１５】
前記細胞が、先天性疾患および／または神経疾患を治療するために移植される、請求項１
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～１４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１６】
前記疾患が、インスリン依存性糖尿病またはパーキンソン病である、請求項１５に記載の
デバイス。
【請求項１７】
前記デバイスが、血管形成および／または該デバイスのカプセル化を刺激する１種以上の
生物学的または非生物学的作用物質でコーティングされる、請求項１～１６のいずれか一
項に記載のデバイス。
【請求項１８】
前記１種以上の生物学的または非生物学的作用物質が、１種以上の成長因子、抗生物質、
抗線維化剤、薬物溶出ポリマー、またはこれらの組み合わせを含む、請求項１７に記載の
デバイス。
【請求項１９】
前記１種以上の成長因子が、ＶＥＧＦ（血管内皮成長因子）、ＰＤＧＦ（血小板由来成長
因子）、ＦＧＦ－１（線維芽細胞成長因子）、ＮＲＰ－１（ニューロピリン－１）、Ａｎ
ｇ－１、Ａｎｇ－２（アンジオポイエチン－１，２）、ＴＧＦ－β、エンドグリン、ＭＣ
Ｐ－１、αｖβ３、αｖβ５、ＣＤ－３１、ＶＥ－カドヘリン、エフリン、プラスミノー
ゲン活性化因子、アンギオジェニン、Ｄｅｌ－１、ａＦＧＦ（酸性線維芽細胞成長因子）
、ｖＦＧＦ（塩基性線維芽細胞成長因子）、ホリスタチン、Ｇ－ＣＳＦ（顆粒球コロニー
刺激因子）、ＨＧＦ（肝細胞成長因子）、ＩＬ－８（インターロイキン－８）、レプチン
、ミッドカイン、胎盤成長因子、ＰＤ－ＥＣＧＦ（血小板由来内皮成長因子）、ＰＴＮ（
プレイオトロフィン）、プログラニュリン、プロリフェリン、ＴＧＦ－α、ＴＮＦ－α、
またはこれらの組み合わせを含む、請求項１８に記載のデバイス。
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